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１ 購入等件名及び数量 

石油ストーブ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和６年９月２日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社栗原商店 埼玉県川口市栄町１丁目10番22号 

５ 落札金額 

24,475,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和６年７月19日 
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１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（西部・北部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和６年９月４日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社わせだ 埼玉県三郷市大広戸822番地３ 

５ 落札金額 

10,336,150円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和６年７月23日 
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１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（東部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和６年９月４日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社トネガワ 埼玉県さいたま市岩槻区仲町１丁目13番16号 

５ 落札金額 

5,674,592円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和６年７月23日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

生徒用机・椅子・机天板（南部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県教育局教育総務部財務課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和６年９月４日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社雄飛堂 埼玉県さいたま市大宮区東町１丁目54番地 

５ 落札金額 

16,935,941円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和６年７月23日 
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告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
一
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
一
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
一
区
選
挙
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
二
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
二
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
二
区
選
挙
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
三
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
三
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
三
区
選
挙
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
四
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
四
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
四
区
選
挙
長 

尾 

前 

健 

三 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
五
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
五
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
五
区
選
挙
長 

尾 

前 

健 

三 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
六
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
六
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
六
区
選
挙
長 

尾 

前 

健 

三 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
七
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
七
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
七
区
選
挙
長 

菅 
 

 

克 

己 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
八
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
八
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
八
区
選
挙
長 

菅 
 

 

克 

己 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
九
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
九
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
九
区
選
挙
長 

菅 
 

 

克 

己 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
十
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
区
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
区
選
挙
長 

菅 
 

 

克 

己 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
十
一
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
一
区
に
お
け

る
選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
一
区
選
挙
長 

西 

山 

淳 

次 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
十
二
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
二
区
に
お
け

る
選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
二
区
選
挙
長 

西 

山 

淳 

次 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
十
三
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
三
区
に
お
け

る
選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
三
区
選
挙
長 

西 

山 

淳 

次 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
十
四
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
四
区
に
お
け

る
選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
四
区
選
挙
長 

桑 

折 

恭 

平 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
十
五
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
五
区
に
お
け

る
選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
五
区
選
挙
長 

桑 

折 

恭 

平 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
第
十
六
区
告
示
第
二
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
六
区
に
お
け

る
選
挙
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
埼
玉
県
第
十
六
区
選
挙
長 

桑 

折 

恭 

平 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
衆
議
選
比
例
告
示
第
一
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
北
関
東
選
挙
区
に
お
け
る

選
挙
分
会
の
参
観
人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
北
関
東
選
挙
区
埼
玉
県
選
挙
分
会
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
国
審
告
示
第
一
号 

 
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
お
け
る
審
査
分
会
の
参
観

人
員
を
五
人
に
制
限
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
埼
玉
県
審
査
分
会
長 

尾 

前 

健 

三 
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